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気候変動は集中豪雨等の水害リスクを依然として高めている．本論文では，全国で初めて浸水実績では

なく数値解析による災害危険区域の指定を行なっている滋賀県を対象地として，治水政策で広域自治体・

基礎自治体・住民がそれぞれどのような役割を果たし，また,各主体間での合意形成がどのようなプロセス

を経て形成されるのか分析し，治水政策における合意形成のための基礎的知見について考察した。研究の

結果，治水政策の実施において，異なる主体同士が相互に政策内容対する意向のすれ違いが生じているこ

とが明らかとなった． 
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１．基本的事項 

 

⑴研究の背景と目的 

 地球温暖化が引き起こす気候変動は，強大化する台風

や集中豪雨等の水害リスクを依然として高めている．国

連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第五次評価報

告書では，21世紀末までに世界平均気温が更に0.3〜

4.8℃上昇し，気候変動の特徴の大部分は持続する可能

性があると報告がされている1)．この影響は日本におい

ても「令和元年台風19号」や「令和元年九州北部豪雨」

として甚大な被害をもたらした． 

 戦後の高度成長期の都市への人口集中によって日本の

都市は拡大し，沖積地や以前は河川敷であった場所など

水害リスクの高い地域にも建築が行われてきた．しかし，

増大する災害外力の抑制は難しいことから，近年，国は

想定外規模の災害に対して水害リスクの軽減を目標とし

て，ハードとソフトを組み合わせた対策や流域全体で行

う持続可能な「流域治水」への転換を示している2)．流

域政策の実現のためには，都道府県では治水施設の整備

の促進や水害に強い土地利用計画の策定，災害情報の提

供との連携等の広い枠組みでの総合的な対策，市町村で

は水防計画や地域防災計画の策定，住民との連携等の地

域の特性に応じた柔軟な対策など，各主体の役割に応じ

た対応が必要であると考えられる．このような中で，建

築基準法第39条の規定に基づく災害危険区域の指定は，

災害リスクの高い場所への新たな建築の阻止や，既存の

建築物の被害を軽減することが期待できる．しかし，既

往研究では，土地利用一体型水防災事業や激甚災害対策

特別緊急事業等の実被害を受けた地域に適用される場合

がほとんどであり，事前に防げる被害を回避する役割は

果たしていないことが指摘されている3)． 

 これに対し，滋賀県は上記のような事業を前提としな

い独自の制度を導入している．この滋賀県の制度を事例

とする研究は多く，瀧は，政策の策定から災害危険区域

の指定に至る過程を調査し，合意に至った要因として数

値解析によるリスク計量や避難行動と関連づけたリスク

コミュニケーションや専門家・学識者の関与，行政と住

民の信頼関係が重要であると指摘している4)．また，井

坂は，自治体間・行政部門間の円滑な連携を実現させる

ためには，政策領域の選好の乖離を少なくすること，制

裁措置など世論の反発を受けない内容・範囲で流域市町

と情報共有を行うなどガバナンスルールの操作の重要性

を指摘した5)．大原らは，滋賀県内で実施されている避

難体制づくりや安全な住まい方への転換に向けた地域活

動の推進方策に対する住民の意識構造等を分析し，上記

の施策が行われている地域において，浸水リスクの認知

の向上や条例に基づく施策の認知度の向上が見られるこ

とを指摘している6)．  

このように，滋賀県の治水政策における県と市町村の

関係を政治的・制度的な面から分析した研究や，住民の



 

水害に対する地域活動やその支援の重要性を指摘した研

究はあるが，治水政策の策定過程において鍵となる広域

自治体と基礎自治体，地域住民との合意形成のプロセス

を明らかにしたものは見られない．特に，建築規制は強

い権利制限になるため，住民との合意形成は容易ではな

いと考えられる．そこで本研究では，治水政策の推進に

おいて，広域自治体と基礎自治体，そして住民の間での

合意がどのようなプロセスを経て形成されるのか，また

各主体がどのような役割を果たしているのかを調査し，

治水政策における合意形成のための基礎的知見について

考察することを目的とする． 

 

 

２．研究の対象と方法 

 

⑴研究の対象 

 本研究では，分析対象として滋賀県流域治水の推進

に関する条例(以下，流域治水条例)を選定する．滋賀県

は，2014年3月に全国で初めて浸水実績ではなく数値解

析による浸水想定に基づき，災害危険区域を指定する条

例を制定した．流域治水条例について瀧は，水害対策の

先進的な取り組みの一つとして期待を示しているが４)，

当初2018年末までに50地区を目標としていた区域指定は

住民との合意形成が難航し，2020年8月時点でわずか5地

区の指定に留まっている7)．そこで本研究では，流域治

水政策に基づき2020年8月までに災害危険区域が指定さ

れた米原市村居田地区，甲賀市旧信楽町黄瀬地区,東近

江市きぬがさ町城東・中洲・中央地区と，災害危険区域

の指定が検討されていた高島市朽木野尻地区と長浜市虎

姫地区を対象とした． 

 滋賀県の水害の特性として，「野洲川，安曇川の2河

川を除く県内に流れる河川は短く急峻であり，洪水が起

こりやすい8)」と県は分析している．一方で滋賀県の水

害被害額は，全国の中で最も少ない(表-1)9)．このよう

な実際の水害経験の乏しさは，水害経験者の減少や住民

の防災意識の低下に繋がっている可能性がある．滋賀県

によるアンケート調査では，地域防災力の低下が明らか

になっている10)11)．また，今後の少子高齢化や自主防災

組織のサラリーマン団員の増加等による地域防災力の低

下も懸念されている12)． 

 

⑵研究の方法  

 2020年3月から8月に，流域治水検討委員会(行政部

会・住民会議・学識者会議)等の会議資料や議事録，住

民の要望書や市町への意見参照への回答に関する資料等

の文献調査を行った．対象とする流域治水委員会の期間

は，滋賀県で治水政策の策定を行なっていた2007年8月 

 

 

 

 

から2011年5月である．2020年8月に，滋賀県土木交通部

流域政策局流域治水政策室へ電話によるヒアリング調査

を行なった．これらの調査結果を踏まえて，治水政策策

定における県・市町・住民の関係図を作成し，それぞれ

の役割を把握するとともに，各主体の意向を分析した． 

 

 

３．滋賀県の治水政策の概要 

  

⑴流域治水基本方針 

 2006年7月に滋賀県知事に就任した嘉田由紀子元知事

は，2007年12月に滋賀県基本構想を策定した．その中で，

流域治水や環境政策に対する政策である「流域治水政策

事業」を定めた13)．この施策に基づき，2006年9月には

流域治水政策の調査・企画等を行うことを目的とした流

域治水政策室が，2007年7月には流域治水検討委員会が

設置された．流域治水検討委員会では，国・県・市町・

住民間で政策の検討が行われ，2012年2月「滋賀県流域

治水基本方針-水害から命を守る総合的な治水を目指し

て-」(以下，流域治水基本方針)が策定された．ハード

施設では，増大する水害リスクによる被害を防ぐことが

表-1 2006〜2016年 都道府県別 水害被害額 9) 

 



 

困難であること，ハード施設整備までの間に，地域の住

民が水害リスクに晒されて続けることを懸念したことか

ら策定に至った．これらの課題は，現在，国が指摘して

いる課題と同じであり，滋賀県は国に先んじてこれらの

課題に対応しようとしており，そこから得られる知見に

は有用性があると考えられる． 

 

⑵重点地区 

滋賀県は，2014年3月に独自に作成した浸水想定図で

ある「地先の安全度マップ」を公表し，流域治水基本方

針の実効性を持たせるための条例として流域治水条例を

制定した．なお，流域治水条例の制定に深くかかわった

嘉田知事は，地先の安全度マップ公開直後の2014年5月

に2期の任期を終え退任している．このマップは，従来

の浸水想定と異なり，①農業用排水路や下水道など計算

の対象となる水路が多い，②10年，100年，200年確率の

シミュレーションを解析条件としており，滋賀県の各地

点の河川氾濫と内水の浸水被害を詳細に予測することが

できる 4)14)15)．このため，地先の安全度マップの公開以

前に浸水経験のない地域であっても，水害リスクが危惧

されるケースや，従来よりも高い水害リスクが示される

ケースが出現する． 

 流域治水条例第13条では，知事は，建築基準法の第39

条の委任を受けて，建築規制を行う浸水警戒区域を指定

できることを定めている．当該区域は，災害危険区域で

はなく浸水警戒区域という名称が使用され，200年確率

の降雨により，県

民の生命または身

体に著しい被害を

生ずるおそれがあ

る区域で，一定の

建築物の建築の制

限をすべきものと

されている16)．500

年,1000年確率の降

雨は，最大浸水深の分布に大きな差がない．よって，流

域治水基本方針の目的の一つである「人命が失われるこ

とを避ける」ため，予測される被害が最大となる，200

年確率の降雨の想定を浸水警戒区域の指定基準とした14)．

建築規制の対象は，住宅・福祉施設・特別支援学校およ

び幼稚園・病院，診療所および助産所である．流域治水

条例の制定時には，浸水警戒区域の候補地として，主に，

200年確率で想定推定浸水深が約3ｍを超える地区に該当

するエリアとして50地区が重点地区として抽出され，

2018年末までに指定することが目指された7)(表-2)．滋

賀県全域を対象に定めた浸水警戒区域の一律の基準は，

小規模集落や市街地を含むといった，各地域の特性が加

味されていないため，市町や住民の想定よりも多くの地

区が候補地となったと推察される．  

 浸水警戒区域内で建築規制の要件を満たさない建築物

の増改築や建築物の新築を行う場合は，嵩上げ事業を実

施する必要がある．その際，建築主の嵩上げ事業費を県

図-1 浸水警戒区域の指定のフロー7) 

表-2 重点地区(2015年時点) 



 

と市町がそれぞれ1/4(補助上限額400万円)ずつ支援する

「宅地嵩上げ浸水対策促進事業」も流域治水条例制定後，

2017年に施行された17)．  

 

⑶浸水警戒区域の指定過程と事業主体 

 浸水警戒区域の基本的な指定過程を図-1に示す．浸水

警戒区域指定の候補地では，まず，県が地域住民に出前

講座を開催し，当該地域の水害リスクや流域治水の考え

方などの説明を行う．これらについて住民の理解が得ら

れた上で，「そなえる」対策として，県および市町村が

主導し，住民とともに豪雨による避難を想定したルート

や手段などに関して意見交換や課題共有を行う図上訓練

や，現地確認，避難計画の検討を行う．同時に「とどめ

る対策」として，県が主体となって，浸水警戒区域の検

討を行う．ここで，市町村は県と住民の仲介役となるこ

とに加え，避難所の指定・開設，避難判断基準の提供な

ど住民が「そなえる対策」の事業を行うための支援を行

う役割を担う．「そなえる」対策は避難計画などのソフ

ト対策であるのに対し，「とどめる」対策は土地利用規

制をゴールとしている点で，2つの対策は大きく異なっ

ている． 

 

 

４. 治水政策における県と市町村，住民の関係 

 

⑴県と市町村，住民の関係 

 流域治水基本方針や流域治水条例の策定・制定過程に

おいて，県と市町村が対立し，検討の開始から2年後の

2008年には，検討委員会から脱退する市が出るなどの問

題が生じていた18)．そこで，県・市町・住民でどのよう

な意向の違いがあったのか，浸水警戒区域の指定状況や，

流域治水基本方針と流域治水基本条例の策定・制定過程

の会議資料や議事録などに基づき，図-2に各主体の意向

を整理した． 

ａ)県の意向  

 滋賀県は治水政策の転換において，以下の意向を示し

ている． 

①ハードとソフトを組み合わせた対策への転換 

 ハード施設の整備の長期化や維持管理費の不足による

脆弱性の増大を，ソフト対策によって補完する． 

②建築規制による住民のリスク回避 

 水害リスクが非常に高い流域の地域で，ハード整備や

ハザードマップを用いた図上訓練等による地域防災力の

向上に加え，建築規制による被害の軽減を図る．建築規

制が治水政策の一つに挙げられた理由として，のちに流

域治水基本方針で掲げられている人命喪失の防止と円滑

な生活再建を実現できると考えたためである． 

③地域防災力の向上 

 地域防災力の向上を図るために，ソフト対策の支援・

促進を目指した．市町村に対しては，浸水警戒区域検討

過程における補助に加え，避難所の耐水化，避難判断基

準の住民の提供，自主防災組織の支援などをを求めた．

住民に対して，防災・減災活動の支援・促進による地域

防災力の向上を求めた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  滋賀県の治水政策の転換における県・市町・住民の関係 



 

ｂ)市町の県に対する意向 

 県の意向に対して，市町は災害情報の提供等のソフト

対策を充実させるための支援や，河川整備・維持・管理

等の従来の治水対策であるハード施設も引き続き県へ求

めている．浸水警戒区域の指定に際しては，滋賀県全域

を対象とした一律の基準ではなく，市町村が地域の実情

に合わせた柔軟な対応ができる補助金制度や浸水リスク

の周知，自主防災組織の育成・援助，避難所の耐水化と

いった防災・減災対策を勘案した地域づくりの支援を主

軸とする政策にするよう要望した．例えば，浸水警戒区

域の指定に関して米原市など小規模な集落を持つ市町で

は，建築規制や移居による地域コミュニティや文化の崩

壊につながりかねないという指摘があった19)．さらに，

浸水警戒区域の候補地に市街地が含まれる市では，県の

政策が既存の都市計画に影響が及ぶことや嵩上げへの助

成の負担が大きくなることを懸念した． 

ｃ)県と市町に対する住民の意向 

 水害経験者の減少や地域防災力の低下は住民間でも課

題であることが認識されており，これは流域治水基本方

針の検討過程で県や市町との共有が行われていた20)．一

方で，ハード施設の整備が進まないことから，水害に対

する不安や行政に対する不満が生じ，住民に負担を求め

ることは行政の責任転嫁ではないかという意見が，流域

治水条例の検討会の住民部会や住民説明会にて，県・市

町に対して提出されていた 21)． 

 以上のことから，治水政策の検討過程において，ソフ

ト対策の充実は県，市町村，住民が共通して課題と認識

していることが明らかとなった．一方で，住民は，建築

規制により住民だけに負担がかかることを懸念し，河川

整備等のハード施設の早急な整備を優先事項とすること

を県・市町村に求めていた． 

 

⑵浸水警戒区域が指定された地区 

 2014年3月条例制定から2018年8月時点までに浸水警戒

区域に指定された地域は5地区報告されている．以下の

地区について，滋賀県の水害に強い地域づくりの取り組

み状況の報告書の文献調査や，滋賀県土木交通部流域政

策局流域治水政策室に対するヒアリング調査を行い，そ

のプロセスを分析する． 

ａ)米原市村居田地区(2017年6月16日指定) 

 浸水警戒区域を滋賀県が初めて指定したモデル地区で

ある．本地区では，2007年から特に水害リスクが高い地

区であることから優先的に滋賀県，米原市等による地域

防災力の向上を目的としたWGや避難計画の策定等の事業

が行われてきた地域であり4)，住民・市町ともに水防活

動について意欲的な地域である．浸水警戒区域の指定後

もWGや避難計画に基づいた訓練などが行われている． 

ｂ)甲賀市旧信楽町黄瀬地区(2018年11月26日指定) 

 当初予定されていた範囲の一部の指定であるが，住民

との合意形成がなされモデル地区として浸水警戒区域に

指定された地区である．滋賀県は，浸水警戒区域の検討

過程では，WGや避難計画の策定など「そなえる」対策に

関する事業を年数回以上行なっていたことから，市町と

住民が事業に対して積極的であり，滋賀県とのリスクコ

ミュニケーションが円滑になされていたことが考えられ

る22)． 

ｃ)東近江市きぬがさ町城東・中洲・中央地区(2020年8

月21日指定) 

 2つのモデル地区に次いで指定されたきぬがさ町では，

村井田地区や黄瀬地区と比較して県担当者と市担当者に

よって地域防災力向上のための説明会やWG等が1年に2，  
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図-4 A地点の200年確率の降雨における浸水想定図 

図-4 A地点拡大図 

図-5 B地点拡大図 

図-3 東近江市きぬがさ町浸水警戒区域 



 

3回ほどであったにも関わらず，住民との合意形成がな

されていた23)．この地区では，住宅は少なく，農用地を

含む範囲が浸水警戒区域に指定されているが，まとまっ

た住宅を含む地域は除くように指定されている26)(図-

3）．このような指定範囲になった理由として，浸水警

戒区域の候補地となるのは200年確率で浸水深が3mを超

えるエリアであるのに対し，きぬがさ町の住宅地A地点

では一番低い想定推定深は2.83mであるのに対し，近隣

で浸水想定区域内に位置する住宅地B地点で一番低い想

定推定深は3.29mである．このような30cmの違いであっ

ても，想定推定深が3m以上になる場合には浸水警戒区域

の候補地となる．この場合，B地点の浸水警戒区域内の

土地所有者や建築主に建築制限や都市計画法による開発

制限が加えられることに対し，浸水警戒区域区域外とな

るA地点では，これらの制限がない．このように，あく

まで滋賀県が独自の数値解析による詳細なリスク予想は，

同じ地区の住民間で私権の制限の有無が生じる場合があ

り，浸水警戒区域の指定に難航する一因である． 

 

⑶浸水警戒区域の指定が難航している地区 

 現在浸水警戒区域の指定まで至った地区は上記の5地

区のみである．未指定の45地区については，住民との合

意が得られず，指定に難航しているケースが多く見られ

る．以下の項では，未指定の事例として，高島市朽木野

尻地区と長浜市を取り上げる． 

ａ)高島市朽木野尻地区 

 朽木野尻地区は，200年確率の想定浸水深が5mを超え

る区域があり，その中に住宅も含まれている非常に浸水

被害が大きくなると予測された地域である．流域治水条

例の制定から米原市村居田地区と共に浸水警戒区域の指

定が検討されていた．水害に強い地域づくり計画も策定

され，指定範囲の縦覧まで行われた．しかし，その後の

地区総会により，浸水警戒区域の指定は受け入れられな

いとの結論が出され，県は「指定の賛否により地域が分

断される」との理由により指定を取り下げた18)，現在は，

1年に1回程度，県が自治会への合意に向けた話し合いが

行われている． 

ｂ)長浜市 

 重点地区の50区のうち25地区が長浜市内に位置してい

る．長浜市には，高時川と琵琶湖に流入する淀川水系の

一級河川である姉川の合流地点があり，河川氾濫による

水害リスクの高い地域が多いため，浸水警戒区域の候補

地が多くなったと考えられる．第４章⑵で取り上げた地

区と違い，候補地内に多くの住宅を含んでいた．そのた

め，流域治水基本方針や流域治水条例の策定・制定時に

は建築規制に関して反対の姿勢を強く示していた．2020

年8月時点においても，県による出前講座やWGなど水害

 
 

 

未だ浸水警戒区域の区域指定が行われた地区はない．ま

た，「河川整備が進まない限り，出前講座は受けられな

い」とし，ソフト対策に着手できない地区があることが

報告もある27)．一方で，出前講座など「そなえる対策」

の事業も始めた地区においても，県や住民による取り組

みは1年に2〜4回程度であり，モデル地区ほどの住民や

市町の積極的な活動は報告されていない25)． 

 

 

5．まとめ・考察 

 

 本研究では，滋賀県の治水政策の転換における県・市

町・住民の意向について，文献調査から関係図で明確に

し，意向のすれ違いが生じていることが明らかとなった．

各主体の共通の意向は，ソフト対策の支援・充実による

域防災力の向上であった．市町と住民の県に対する共通

の意向は，従来の治水政策である河川整備を進めること

であった．県の意向は，市町に対して治水政策への転換

に伴う既存の都市計画等の調整や建築規制制度の導入，

避難所の開設や指定，住民の水防活動の促進であり，住

民に対する意向は地域防災力の向上と，建築規制やそれ

に伴う嵩上げ事業への理解・参加によるリスク回避であ

った．しかし，これらの意向のすれ違いが浸水警戒区域

の合意形成が難航する要因の一つになっていると考えら

れる． 

 滋賀県の流域治水条例に基づく浸水警戒区域の指定で

は，関係する主体の中でも，県が中心となって取り組み

が行われるものである．これは流域圏という広域を対象

とした水害対策であるため，広域自治体が主体とならざ

るを得ない．しかし，その結果，基礎自治体の関与が曖

昧になり，事業自体がトップダウンの傾向が強くなる．

ところが，滋賀県のようにその基準を厳密にしようとす

ればするほど，集落内や隣接する敷地などで警戒区域内

外が分かれてしまうため，地元の自治体によるきめ細か

な調整が不可欠となる．こうした矛盾が，警戒区域の指

定プロセスにおいて顕著に表れていると考えられる． 

図-6 長浜市虎姫地区 200年確率の地先の安全度マップ 
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